
○
総
務
省
令
第
二
十
六
号

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

総
務
大
臣

鳩
山


夫

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
別
紙
①
を
挿
入
）



別
記
様
式
第
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
別
紙
②
を
挿
入
）



別
記
様
式
第
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
別
紙
③
を
挿
入
）



附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
発
行
さ
れ
る
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
発
行
さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

図
形

１
図

形
１

３

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式
第
１
中
「

」
の
部
分
及
び
備
考
４
並
び
に
別
記
様
式
第
２
中
「

」
の
部
分
及
び
備
考
４
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
市
町
村

長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
分
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。


